
　

行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す

る
法
律　

　平
成
二
六
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
五
・
五
・
三
一
法
二
八
）
本
則
二
八
条
（
平
成
二
六
・
六
・

三
〇
ま
で
に
政
令
で
定
め
る
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
前
の
条
文

■
第
六
条
第
一
項

①
　
行
政
機
関
の
長
（
行
政
機
関
が
、
公
正
取
引
委
員
会
、
国
家
公
安
委
員

会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
又
は
原
子
力
規
制
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
正
取
引
委
員
会
、
国
家
公
安
委
員
会
、
公
害
等
調
整

委
員
会
又
は
原
子
力
規
制
委
員
会
。
以
下
同
じ
。）は
、
基
本
方
針
に
基
づ

き
、
当
該
行
政
機
関
の
所
掌
に
係
る
政
策
に
つ
い
て
、
三
年
以
上
五
年
以

下
の
期
間
ご
と
に
、
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
計
画
（
以
下　「
基
本
計
画
」

と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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